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　双子ちゃんあつまれ

ミニ誕生会

　　開放中止
(保健ｾﾝﾀｰ検診のため）

なかよしひろば

建国記念日の
振替休日

♪➡ お話の日 ➡ リズムの日(健康ポイント事業）

時間：午前11時～11時30分

対象の就園前とは幼稚園等入園まで
　　　就学前とは小学校入学まで

♪

　　開放中止

振替休日

保健師相談日

♪

♪

♪

※家児相談日

２歳児親子教室
　  （合同）

振替休日

１歳児親子教室
　 （合同）

   ALT
「英語であそぼう」

０歳児親子教室
　　（合同）

建国記念の日

ほっこりタイム

子育て講座
ハーバリウム
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   ★子育て講座★
～ハーバリウム

ボールペン～
子育ての中ちょっと一息。
世界に一つだけの「ハーバリ
ウムボールペン」に挑戦して
みませんか？自分だけの時間
を作りましょう！

【日時】2 月 26 日（水）
　　午前 10 時～ 11 時 30 分

【内容】ハーバリウム
【講師】FEJ 認定講師フラワー

デザイナー　中野真弓さん
【定員】先着 10 人
【参加費】500 円 ( 材料費）
【持ち物】はさみ、ピンセット

があればお持ちください。
【申し込み】2 月 4 日～問へ

「すこやかルーム」開放
※申込不要

子育て家族が、自由に遊べる
ように施設を開放。
親子やみんなで過ごして気分
転換しませんか。

【対象】市内在住および里帰り
の就学前の乳幼児とそ
の保護者

【日時】月～金曜日（祝日は除く）
午前 9 時～午後 4 時

　　　お話の日（毎週火曜日）

　　　リズムの日（毎週木曜日）♪

発達の悩みについて  語り合いませんか？

問介護福祉課（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）

●みんなでつながりつくろう
　　　　　　　　井戸端会議
　【日時】2 月 14日（金）
　　　　　午前 10時～正午
　【場所】市役所　212会議室

●かるがもくらぶ
　【日時】2 月 28日（金）
　　　　午前 10時～正午
　【場所】市役所　212会議室

なかよしひろば
（親子ふれあい事業）

　※申込不要

【対象】市内在住の 3 歳以上の
幼児とその保護者

【日時】2 月 28 日（金）
　       午後 2 時 30 分～
                    3 時 30 分

【内容】「変身して遊ぼう」
【持ち物】水筒、タオル

　つどいのひろば　（健康ポイント事業）

2 月の「つどいのひろば」
は、感染症予防と積雪が
予想されるため中止とさ
せていただきます。
ご理解とご協力をお願いし
ます。

【3 月の予定】
11 日：ぬく森の郷
18 日：大和富士ホール

おしゃべり会
～ほっこりタイム～

に参加しませんか？

保護者同士でちょっとひと時、
おしゃべりを楽しむ会を企画
しました !(^^)!
日頃の子育ての話や情報交換
など、悩みや自慢話も OK ！
支援センターの職員も仲間に
入れていただいて、楽しくお
しゃべりしましょう。

【日時】2 月 19 日（水）
　    午前 10 時～ 11 時 30 分

【定員】先着 10 人
【申し込み】2 月 4 日～問へ
※お子さんは、別の部屋で遊ぶ

こともできます。

施設等利用給付認定の申請について
令和 2 年度

★施設等利用給付認定とは
　令和元年 10月からの幼児教育・保育の無償化により、私立幼稚園（新制度幼稚園を除く）、幼
稚園や認定こども園の預かり保育、ならびに認可外保育施設等の利用料等に対する給付を受ける
ために必要となる認定を、「子育てのための施設等利用給付認定」といいます。

（※１）「クラス年齢」とは、対象年度における 4月 1日時点での年齢を指します。
（※２）保護者および同一世帯に属する全員が市町村民税非課税者である場合のみ対象となります。

★保育の必要性について
　幼稚園や認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等の利用料等が無償化の対象となる保育の
必要性の認定を受けるには、父母が以下の「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
　　　　○就労（64時間以上 /月）	 ○妊娠・出産（出産月と前後２か月）
　　　　○就学（職業訓練を含む）	 ○保護者の疾病・障がい
　　　　○介護・看護	 　　　　　　　		○求職活動中（認定日から最長３か月まで）

★申請の手続きについて　※幼稚園や認定こども園を利用する方は園へ提出
　【新１号認定を受けたい場合】
　　・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書　・個人番号申告書
　【新２号または新３号認定を受けたい場合】
　　・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
　　・保育を必要とする事由を確認する書類　　　　　　・個人番号申告書

★申請期日
　令和２年４月から利用を開始する場合は、3月 13日（金）までに申請書等を提出してください。

　　　　　　　※詳しくは問へ 問こども未来課（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）

認定区分 対象となる子ども 利用施設 ( 事業）

新 1号認定 満 3歳以上 教育のみを必要
とする子ども ・私立幼稚園（新制度幼稚園を除く）等

新 2号認定 クラス年齢（※ 1）
が 3歳から 5歳 保育を必要とす

る子ども

・幼稚園や認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設（都道府県の基準を満たすもの）
・保育所や認定こども園の一時預かり事業（一時
保育）等新 3号認定 クラス年齢が 0 歳

から 2歳（※ 2）


